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１ はじめに 

 本市は「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下、「温対法」という。）に基づき、市の事務

事業に関して温室効果ガス排出量の削減に向けた計画を策定し、削減の率先実行に取り組んでき

ました。また、市域全体についても同様に計画に基づいた取り組みを進めており、令和２年１２

月には、２０５０年までに市域の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を

表明しています。 

 国は、令和３年１０月に改訂した地球温暖化対策計画及びエネルギー基本計画において、２０

５０年カーボンニュートラル実現に向けた対応の一つに建築物の省エネルギー化を挙げており、

特に公共建築物における率先した太陽光発電の導入、新築建築物におけるＺＥＢ
ゼ ブ

※1の実現に言及

しています。本市においては、市域の二酸化炭素排出量の約４割が建築物由来となっていること

から、その削減が喫緊の課題であり、本市及び市内企業の建築物のＺＥＢ化が求められていま

す。 

 本方針は、ゼロカーボンシティの達成に向け、二酸化炭素を多量に排出する大規模な事業所の

一つである市役所において、率先した取組を進め、公共建築物のＺＥＢ化の促進や、再生可能エ

ネルギーの導入など、市の事務事業にかかる脱炭素化に取り組むことを目的として、必要な事項

を定めます。 

 

         

 

 

 

  

                                                      
※1 「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル」の略称。室内環境の質を維持しつつ、大規模な省エネルギー

化の実現、再生可能エネルギーの導入により年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを

目指した建築物。 
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２ 位置づけ 

 本方針は、温対法第２１条第１項に基づき策定した地球温暖化対策実行計画（率先実行版）※2の

一部として、公共建築物のＺＥＢ化についての具体的な取組方針を定めます。 

 また、「新潟市財産経営推進計画」に掲げる４つの柱のうち、「施設の長寿命化」に焦点を絞り、

長寿命化を推進するための基本的な考え方をまとめた「新潟市公共建築物長寿命化指針」及び「新

潟市学校施設長寿命化指針」を策定していることから、これらの運用に当たっては、本方針を踏ま

えるものとします。 

 

 

 

  

                                                      
※2 「新潟市地球温暖化対策実行計画（第５期市役所率先実行版）」（２０１９年度～２０２４年度） 

■本方針の位置づけ 

新潟市総合計画 

財産経営推進計画 教育ビジョン 

公共建築物長寿命化指針 

学校施設長寿命化指針 

地球温暖化対策実行計画 

（地域推進版） 

本方針 

温対法 

地球温暖化対策実行計画 

（率先実行版） 

共通視点 
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３ 定義 

 本方針における用語は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下、「建築物省エネ

法」という。）その他の法律及び国が示す用語の定義に従います。 

 

（１）ＺＥＢの定義 

 建物用途 

基準値からの一次エネルギー

消費量削減率 その他の要件 

省エネのみ 創エネ含む 

『ＺＥＢ』 － ５０％以上 １００％以上 － 

Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ － ５０％以上 ７５％以上 － 

ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ － ５０％以上 ７５％未満 － 

ＺＥＢ 

 Ｏｒｉｅｎｔｅｄ 

事務所等、 

学校等、 

工場等 

４０％以上 － 

・建築物全体の延べ面積が 

 １０，０００㎡以上であること 

・未評価技術を導入すること 

・複数用途建築物は、建物用途毎

に左記の一次エネルギー消費

量削減を達成すること 

ホテル等、 

病院等、 

百貨店等、 

飲食店等、 

集会所等 

３０％以上 － 

 

 

  

ＺＥＢの概念図 
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以上 

省エネ５０％以上 実質ゼロ！ 



- 4 - 

 

（２）ＢＥＩ※3の定義 

 

 

  

                                                      
※3 建築物省エネ法で用いられる一次エネルギー消費量の基準の水準。実際の建築物の設計一次エネル

ギー消費量を、地域等の条件により定められている基準一次エネルギー消費量で除した値で評価した

もの。 

基準仕様 

空調エネルギー消費量 ＥＳＡＣ 

換気エネルギー消費量 Ｅ
ＳＶ

 

照明エネルギー消費量 Ｅ
ＳＬ

 

給湯エネルギー消費量 Ｅ
ＳＷ

 

昇降機エネルギー消費量 Ｅ
ＳＥＶ

 

基準一次エネルギー消費量 
ＥＳＴ 

設計仕様 

空調エネルギー消費量 Ｅ
ＡＣ

 

換気エネルギー消費量 Ｅ
Ｖ
 

照明エネルギー消費量 Ｅ
Ｌ
 

給湯エネルギー消費量 Ｅ
Ｗ
 

昇降機エネルギー消費量 Ｅ
ＥＶ

 

設計一次エネルギー消費量 
ＥＴ 

事務・情報機器等 

エネルギー消費量 Ｅ
ＳＭ

 
事務・情報機器等 
エネルギー消費量 Ｅ

Ｍ
 

エネルギーの創出 Ｅ
Ｓ
 

＋ ＋ 

＋ ＋ 

＋ ＋ 

＋ ＋ 

＋ ＋ 

－ 

＝
 

＝
 

ＢＥＩ＝ 

設計一次エネルギー消費量 

基準一次エネルギー消費量 

省エネルギー手法は 
評価しない 
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４ ＺＥＢのメリット 

 建築物をＺＥＢ化した場合のメリットとして環境面だけでなく、以下の事項が挙げられます。 

（１）光熱費の削減 

 エネルギー使用量の削減に伴い、標準的な建物と比較して光熱費を削減することができます。 

（２）快適性の向上 

 建物外皮の断熱性能向上や施設の運用状況に合わせた空気調和設備や換気、照明の制御など

により、省エネルギーを実現しつつ、空間の快適性や知的生産性を向上させることが期待でき

ます。空間の質を重視する傾向は今後ますます高まっていくと考えられ、この効果は光熱費の

削減より大きいと言われています。 

（３）災害時のレジリエンス強化 

 災害等の非常時において必要なエネルギー需要を削減でき、さらに再生可能エネルギー設備

や蓄電池等を導入することにより、災害等に伴う停電時において一定のエネルギーを供給する

ことができます。 

 

５ 対象施設 

 本方針は、本市が単独で保有若しくは保有予定の公共建築物（公営住宅を除く）に適用します。 

 ただし、以下については、本方針を適用しません。 

（１）居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないも

の（車庫等） 

（２）法令又は条例の定める現状変更の規制及び保全のための措置その他の措置がとられているも

の（文化財的施設等） 

（３）仮設の建築物又はこれに類するもの 

（４）２０５０年以前に用途廃止、解体、売却等の見込みがあるもの 
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６ 取り組み方針 

 公共建築物のＺＥＢ化を促進するため、以下の取り組みを推進します。 

（１）公共建築物のＺＥＢ化実現のための取り組み 

 原則、国等による財政措置を考慮したうえで、ランニングコストの減が実質的なイニシャルコ

ストの増を概ね 20 年以内に上回ることが見込まれる公共建築物を対象とします。 

ア 新築・改築 

 原則、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ基準を満たすものとし、さらにＮｅａｒｌｙ ＺＥＢまたは『Ｚ

ＥＢ』基準を満たすよう再生可能エネルギーの導入を検討します。 

イ ＺＥＢ化を目的とした改修 

 原則、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ基準を満たすものとし、施設の用途や構造・規模、利用状況及

び事業性を総合的に判断した結果、可能な施設には太陽光発電設備の導入等を含む改修を

実施します。 

（２）その他の取り組み 

 将来的な公共建築物のＺＥＢ化に資するよう、環境や省エネルギーに配慮した以下の取り組み

を推進します。 

ア 照明のＬＥＤ化 

 温室効果ガスの排出及び電気使用量を削減するため、ＬＥＤ照明を積極的に導入してい

きます。 

イ 太陽光発電設備の導入 

 施設の屋根、屋上や敷地内外の遊休地において、民間事業や自己託送制度の活用を含め

た太陽光発電設備の導入を検討します。 

ウ 個別部位の改修 

 複数の工法を比較検討するなど、省エネルギー効果が最大限に発揮される効率的な改修

となるよう十分な検証を行います。 

エ ＺＥＢ化調査の実施 

 計画的にＺＥＢ化を実現していくため、公民連携を含めた各種手法を用いて、既存建築

物の省エネルギー性能算出及びＺＥＢ化に必要な設備仕様や工事費用の把握を進めます。 

 

７ 運用にあたって 

 本方針の定める期間は、原則２０５０年としますが、ゼロカーボンシティの達成を最終的な目的

とすることから、２０５０年以降も継続して取り組みます。また、本方針に定める方針は、技術革

新や関係法令の改定に伴って適宜見直しを行います。 


